
  

１．病床確保支援事業 

 

１ 事業内容 

感染状況に応じて新型コロナウイルス感染症患者を確実に受け入れるため、医療

機関に対して病床確保料等を補助することで、必要な病床数を確保する。 

 

２ 対象施設 

「新型コロナウイルス感染症の令和５年１０月以降の医療提供体制の移行及び公

費支援の具体的内容について（令和５年９月１５日付厚生労働省新型コロナウイル

ス感染症対策本部事務連絡）」に基づき都が策定する「移行計画」において病床を確

保する医療機関 

 

３ 実施期間 

令和５年１０月１日から令和６年３月３１日まで 

※段階１から段階３の期間のみ補助対象とする。 

 

４ 補助条件 

(1) 都の依頼に基づき、病床を確保していること。 

(2) 補助期間中、東京都新型コロナウイルス感染者情報システム（以下、「MIST」

という。）を通じて都に受入可能病床数を報告し、常に最新の情報に更新してい

ること。 

 (3) 補助期間中、医療機関等情報支援システム（以下、「G-MIS」という。）に、確

保病床数、即応病床数、入院中患者数の入力を確実に行うことで、都及び国が入

院受入状況等を正確に把握出来るようにすること。 

(4) 新型コロナウイルス感染症患者の入院調整を行う医療機関及び東京消防庁等

による受入要請に応じ、原則として速やかに受け入れ、正当な理由なく断らない

こと。 

(5) 病床確保料は、新型コロナウイルス感染症患者等の受入要請があれば即時に

患者を受入可能とするために人員配置を含めた入院受入体制を整えた場合の補

助となるため、一時的に看護師等が配置できず新型コロナウイルス感染症患者

の入院受入ができない病床は、その間交付対象とならないことや、当該病床を確

保するために休止している病床があれば、同様に交付対象とならないことに留

意すること。 

(6) 病床確保料の対象となる新型コロナウイルス感染症患者の入院のために確保

した病床及び休床とした病床には、補助金が支給される間、原則として、新型コ

ロナウイルス感染症患者以外の患者を受け入れてはいけないものとする。 

    ただし、救急の場合等、即応病床等に一時的に一般患者を受け入れて、その後、

短期間で即応病床等ではない別の病床に当該患者を移し、再度即応病床化すると

いった対応は可能とし、常時一般患者の受入に使用する病床とする場合は、即応

病床数から除くこと。 

 



  

(7) 即応病床数及び休止病床数を変更する際は、別途定める様式により事前に都に

報告すること。ただし、即応病床数については、確保病床数の範囲内とすること。 

(8) 病床確保料の一部については、新型コロナウイルス感染症患者等の対応を行う

医療従事者に対して処遇改善を行うために用いることとし、処遇改善内容につい

て、別途定める様式により都に報告すること。 

 

５ 対象経費 

医療機関の病床確保に係る経費及び個人防護具経費 

（当該病床には、新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れるために休床とし

た病床も含むものとする。） 

 

６ 補助基準額  

(1) 病床確保料（１床当たり） 

ア 特定機能病院等 

  ・ICU内の病床を確保及び休止する場合      174,000円/日 

・HCU内の病床を確保及び休止する場合       85,000円/日 

・上記以外の病床を確保及び休止する場合      30,000円/日 

 

 イ その他医療機関 

  ・ICU内の病床を確保及び休止する場合      121,000円/日 

・HCU内の病床を確保及び休止する場合       85,000円/日 

・上記以外の病床を確保及び休止する場合      29,000円/日 

 

※ 上記に係る休止病床については、稼働病床１床あたり１床まで（ＩＣＵ・ＨＣ

Ｕ病床は２床まで）を補助の上限とする。なお、休止病床については、当該病床

を休止する前の区分により病床確保料を適用する。 

 

 ※ 「特定機能病院等」とは、特定機能病院及び特定機能病院と同程度に新型コロナ    

ウイルス感染症の重症患者を受け入れている医療機関とする。特定機能病院と同

程度に新型コロナウイルス感染症の重症患者を受け入れている医療機関は、具体

的には、体外式膜型人工肺による治療を行う患者が延べ３人以上の月又は人工呼

吸器による治療を行う患者が延べ 10人以上の月がある医療機関とする。 

 

※ 病床確保料の対象となる病床は、都が確保病床の即応化を要請した期間に限る

ものとし、陽性患者等を受け入れている病床は、本事業の補助対象外とする。 

 

※ 令和５年１０月１日から３１日までの間は経過措置期間として、「段階１」に満

たない感染状況であっても、「段階１」に達した場合に都が要請する確保病床数を

上限として、補助対象とする。 

 

 



  

 (2) 個人防護具                    3,600円/人 

 

※ 段階１から段階３の期間中に生じた経費のみ補助対象とする。 

 

７ 補助率 

１０分の１０ 

 


